
来院者駐車場の委託業者等の使用要領  

 

 

１  この要領は，市立函館病院来院者駐車場管理規程（以下「管理

規程」という。）に基づく以外に委託業者等の使用料の徴収方法

および使用に関して必要な事項を定めるものとする。  

 

２  駐 車 場 を 使 用しよ うと する 者は， 別記 様式 １の来 院者 駐車 場  

使用等申請書を管理者に提出しなければならない。  

 

３  管理者が許可した場合は，別に定める定期駐車券を交付する。 

  な お，定期駐車券を紛失した際は，実費弁償を請求する場合が

ある。  

 

４  委 託 業 者 等 が，駐 車す る場 所は， 病院 が指 定した 番号 の位 置  

とする。  

  な お ， そ の 場 所が 一般 来院 者に使 用さ れて いる場 合は ，病 院  

が指定した場所に駐車する。    

 

５  委 託 業 者 等 が駐車 する 時は ，駐車 許可 書を 車内の 外か ら見 え  

る場所に置く。  

 

６  管 理 規 程 第 ９条第 ２項 に「 定期駐 車券 の交 付を受 ける 者に 係  

る使用料は，当該交付の際に納付しなければならない」とあるが，

委託業者等で１ヶ月以上継続して使用する者は，使用する月の  

２１日までに使用料を納入することとする。  

 

７  使 用 期 間 は ，原則 とし て１ ヶ月単 位と する が，や む を 得な い  

事情によるときは，使用料の概ね５日間（ 1 , 0 0 0 円）割計算とす  

る。  

 

８  この要領は，平成２０年７月１日から施行する。  

 

 



附  則  

この要領は，令和４年９月１日から施行する。  


